
                            ２第５号議案 

     

学校以外の教育機関の組織に関する規則の一部改正について 

このことについて、別添案を添えて請議します。 

令和２年３月２３日提出 

 

                     教育長 長 谷 川  洋   

 

説 明 

この案を提出するのは、文化財の保護に関する事務の知事部局への移管等に

伴い、規定を整備する必要があるからである。 



学校以外の教育機関の組織に関する規則の一部改正の概要 

 

１ 改正の理由 

   文化財の保護等に関する事務の知事部局への移管 

   文化財の保護等に関する事務の知事部局への移管に伴い、愛知県埋蔵文化財調

査センターを知事部局へ移管する。 

   教育情報化業務の本庁一元化 

   専門化・高度化する教育の情報化業務を推進するため、愛知県総合教育セン

ター情報教育部の一部業務を管理部教育企画課へ移管することに伴い、愛知県総

合教育センター情報教育部を廃止する。 

 

２ 改正の内容 

  別紙のとおり 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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 学 校 以 外 の 教 育 機 関 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 二 年  月   日  

                      愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  長 谷 川    洋   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

   学 校 以 外 の 教 育 機 関 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

学 校 以 外 の 教 育 機 関 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 条 中 「 愛 知 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 及 び 愛 知 県 埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー （ 以 下 「 学 校 以 外 の 教

育 機 関 」 と い う 。 ） 」 を 「 学 校 以 外 の 教 育 機 関 （ 愛 知 県 総 合 教 育 セ ン タ ー を い う 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 二 条 第 一 項 の 表 情 報 教 育 部 の 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 研 究 部 の 分 掌 事 務 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

 三  情 報 教 育 の 研 究 及 び 研 修 に 関 す る こ と 。  

 四  教 育 情 報 の 収 集 及 び 提 供 に 関 す る こ と 。  

 第 二 条 第 二 項 研 修 部 の 分 掌 事 務 第 二 号 中 「 相 談 部 及 び 情 報 教 育 部 」 を 「 研 究 部 及 び 相 談 部 」 に

改 め 、 同 項 情 報 教 育 部 の 分 掌 事 務 を 削 り 、 同 条 第 四 項 教 科 研 究 室 の 分 掌 事 務 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

 三  情 報 教 育 の 研 究 及 び 研 修 に 関 す る こ と 。  

 四  教 育 情 報 の 収 集 及 び 提 供 に 関 す る こ と 。  

第 二 条 第 七 項 を 削 る 。  

第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 三 条  削 除  

 第 四 条 中 「 学 校 以 外 の 教 育 機 関 又 は そ の 」 を 削 り 、 同 条 の 表 中 「 学 校 以 外 の 教 育 機 関 」 を 「 総

合 教 育 セ ン タ ー 」 に 、  

  

 

 

 

 

 

を  

  

 

 

 

 

 

「  

」 

埋 蔵 文 化 財 調

査 セ ン タ ー  

総 合 教 育 セ ン

タ ー  

埋 蔵 文 化 財 調

査 セ ン タ ー  

総 合 教 育 セ ン

タ ー  

埋 蔵 文 化 財 調

査 セ ン タ ー の

課  

主 任 教 育 主

事  

主 任 研 究 指

導 主 事  

主 席 教 育 主

導 主 事  

主 席 研 究 指

導 主 事  

主 任 主 査  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

上 司 の 命 を 受 け 、 高 度 の 知 識 経 験

に 基 づ き 社 会 教 育 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

上 司 の 命 を 受 け 、 高 度 の 知 識 経 験

に 基 づ き 教 育 に 関 す る 研 究 及 び

教 職 員 の 研 修 指 導 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

上 司 の 命 を 受 け 、 極 め て 高 度 の 知

識 経 験 に 基 づ き 社 会 教 育 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

上 司 の 命 を 受 け 、 極 め て 高 度 の 知

識 経 験 に 基 づ き 教 育 に 関 す る 研

究 及 び 教 職 員 の 研 修 指 導 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

上 司 が 命 ず る 事 務 を 処 理 す る 。  
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総 合 教 育 セ ン

タ ー  

総 合 教 育 セ ン

タ ー  

主 任 研 究 指

導 主 事  
主 席 研 究 指

導 主 事  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

上 司 の 命 を 受 け 、 高 度 の 知 識 経 験

に 基 づ き 教 育 に 関 す る 研 究 及 び

教 職 員 の 研 修 指 導 に 関 す る 事 務

を 処 理 す る 。  

上 司 の 命 を 受 け 、 極 め て 高 度 の 知

識 経 験 に 基 づ き 教 育 に 関 す る 研

究 及 び 教 職 員 の 研 修 指 導 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

 

総 合 教 育 セ ン

タ ー の 課 、 室 及

び 所  

埋 蔵 文 化 財 調

査 セ ン タ ー の

課  

埋 蔵 文 化 財 調

査 セ ン タ ー  

主 査  

教 育 主 事  
事 務 職 員  

事 務 職 員  

上 司 が 命 ず る 事 務 を 整 理 す る 。  
上 司 の 命 を 受 け 、 社 会 教 育 に 関 す

る 事 務 を 処 理 す る 。  

 総 合 教 育 セ ン

タ ー の 課 、 室 及

び 所  

主 査  事 務 職 員  上 司 が 命 ず る 事 務 を 整 理 す る 。  

 

 

 

 

 

に 、  

 

 

 

 

 

 

                                      を  

 

 

 

 

                                       に 改 め る 。 

 

第 五 条 第 二 項 中 「 及 び 埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー の 所 長 」 を 削 る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
」 

」 

「  

」 

「  

「  
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学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

新 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
学
校
以
外
の
教
育
機
関
（
愛
知
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
を
い

う
。
）
の
組
織
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
） 

第
二
条 

愛
知
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
を
置
き
、
各
部
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
、
室
及
び

所
を
置
く
。 

総
務
部
の
項
か
ら
相
談
部
の
項
ま
で 

略 

 
  

２ 

前
項
の
各
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

総
務
部 

略 

研
究
部 

一
及
び
二 

略 

三 

情
報
教
育
の
研
究
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

教
育
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

研
修
部 

一 

略 

二 

教
育
課
題
等
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
（
研
究
部
及
び
相
談
部
の
事
務
分
掌
事
項  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

旧 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
愛
知
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
調
査

セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
学
校
以
外
の
教
育
機
関
」
と
い
う
。）
の
組
織
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
） 

第
二
条 

同
上 

  

同
上 

情
報
教
育
部 

情
報
教
育
研
究
室 

情
報
シ
ス
テ
ム
研
究
室 

２ 

同
上 

総
務
部 

略 

研
究
部 

一
及
び
二 

略 

  
研
修
部 

一 

略 

二 

教
育
課
題
等
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
（
相
談
部
及
び
情
報
教
育
部
の
事
務
分
掌
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 を
除
く
。
）。 

三 
略 

相
談
部 

一
及
び
二 
略 

 

    ３ 

略 

４ 

研
究
部
の
各
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

経
営
研
究
室 

略 

教
科
研
究
室 

一
及
び
二 

略 

三 

情
報
教
育
の
研
究
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

教
育
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

５
及
び
６ 

略 

 

 

  

 

事
項
を
除
く
。
）
。 

三 

略 

相
談
部 

一
及
び
二 

略 

情
報
教
育
部 

一 

情
報
教
育
の
研
究
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
情
報
（
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
情
報
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
通
信

に
関
す
る
こ
と
。 

三 

教
育
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

３ 

略 

４ 

同
上 

経
営
研
究
室 

略 

教
科
研
究
室 

一
及
び
二 

略 

  ５
及
び
６ 

略 

７ 

情
報
教
育
部
の
各
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

情
報
教
育
研
究
室 

一 
情
報
教
育
の
研
究
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
情
報
の
情
報
処
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。 

情
報
シ
ス
テ
ム
研
究
室 
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    第
三
条 

削
除 

  

     

 
    

（
職
及
び
そ
の
職
務
） 

第
四
条 

法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
の
表
の
組
織
欄
に
掲
げ

る
組
織
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
名
欄
に
掲
げ
る
職
を
置
き
、
そ
の
職
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
職
員
の
種
類
欄
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
職
務
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

教
育
情
報
通
信
ネ
ツ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
育
情
報
シ
ス
テ
ム
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

教
育
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 

（
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
） 

第
三
条 

愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
に
総
務
調
査
課
を
置
く
。 

２ 

総
務
調
査
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

文
書
及
び
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

職
員
の
人
事
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

予
算
、
会
計
及
び
そ
の
他
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

土
地
、
建
物
、
附
属
設
備
及
び
物
品
の
保
全
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

埋
蔵
文
化
財
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

埋
蔵
文
化
財
の
保
存
処
理
、
収
蔵
及
び
展
示
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
保
存
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

埋
蔵
文
化
財
の
調
査
に
関
す
る
指
導
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

埋
蔵
文
化
財
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。 

（
職
及
び
そ
の
職
務
） 

第
四
条 

法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
の
表
の
組
織
欄
に
掲
げ

る
学
校
以
外
の
教
育
機
関
又
は
そ
の
組
織
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
名
欄
に
掲
げ
る
職

を
置
き
、
そ
の
職
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
員
の
種
類
欄
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て

充
て
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
務
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 
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組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー 

所

長 

事

務

職

員 

教
育
長
の
命
を
受
け
、
総
合

教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
す
る

事
務
を
掌
理
し
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 
次
長
か
ら
所 

農
業
教
育
共
同
実
習
所
長
ま
で 

略 

   
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー 

主

席

研

究 

指

導

主

事 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
極
め
て

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き

教
育
に
関
す
る
研
究
及
び
教

職
員
の
研
修
指
導
に
関
す
る

事
務
を
処
理
す
る
。 

 
 

 

    

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー 

主

任

研

究 

指

導

主

事 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の

知
識
経
験
に
基
づ
き
教
育
に

関
す
る
研
究
及
び
教
職
員
の

研
修
指
導
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
。 

 
 

 

    

組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

学
校
以
外
の
教

育
機
関 

所

長 

事

務

職

員 

教
育
長
の
命
を
受
け
、
学
校

以
外
の
教
育
機
関
の
所
掌
す

る
事
務
を
掌
理
し
、
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。 

同
上 

 
 

 

埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー
の

課 

主

任

主

査 

事

務

職

員 

上
司
が
命
ず
る
事
務
を
処
理

す
る
。 

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー 

主

席

研

究 

指

導

主

事 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
極
め
て

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き

教
育
に
関
す
る
研
究
及
び
教

職
員
の
研
修
指
導
に
関
す
る

事
務
を
処
理
す
る
。 

埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー 

主

席

教

育

主

導

主

事 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
極
め
て

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き

社
会
教
育
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
。 

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー 

主

任

研

究 

指

導

主

事 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の

知
識
経
験
に
基
づ
き
教
育
に

関
す
る
研
究
及
び
教
職
員
の

研
修
指
導
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
。 

埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー 

主

任

教

育

主
事 

事
務
職
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の

知
識
経
験
に
基
づ
き
社
会
教

育
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る
。 

7



 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

副
主
任
研
究
指
導
主
事
及
び
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

研

究
指
導
主
事 

略 

 
 

 
   

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー
の
課
、
室

及
び
所 

主

査 

事

務

職

員 

上
司
が
命
ず
る
事
務
を
整
理

す
る
。 

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー 

主
任 

略 
 

 

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー 

主
査 

略 
 

 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

技
師 

略 

（
職
務
代
理
） 

第
五
条 

略 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
職
務
代
理
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る

職
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

同
上 

埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー 

教

育

主

事 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教

育
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る
。 

総
合
教
育
セ
ン

タ
ー
の
課
、
室

及
び
所 

埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー
の

課 

主

査 

事

務

職

員 

上
司
が
命
ず
る
事
務
を
整
理

す
る
。 

学
校
以
外
の
教

育
機
関 

同
上 

 
 

学
校
以
外
の
教

育
機
関 

同
上 

 
 

同
上 

（
職
務
代
理
） 

第
五
条 

略 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
職
務
代
理
者
及
び
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
所
長
に
事
故

が
あ
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
職
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 
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